
 四日市市新丁ひろば駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２６日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第１２号 

   四日市市新丁ひろば駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市新丁ひろば駐車場条例施行規則（平成２２年四日市市規則第４９号）の一

部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（料金の減免） （料金の減免） 

第９条 条例第８条の規定により、料金を

減額又は免除する場合及びその割合は、

次の各号に掲げるとおりとする。 

第９条 条例第８条の規定により、料金を

減額又は免除する場合及びその割合は、

次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 四日市市が使用する公用車が駐車

する場合 １０割 

 

(5) （略） (4) （略） 

 

 第５号様式から第８号様式までを次のように改める。 

 



第５号様式（第５条関係） 
四日市市新丁ひろば駐車場回数駐車券申込書 

 
  年  月  日   

 
   四日市市長  
 
 

             
住 所                   

              申込者   
氏 名                   

 
 
 

                     円×        組＝         円  

 ☆ １組 ３０分券  １１枚        円  
 
 
請求書送付先 

□申込者と同じ □送付先（                   ） 

※ 処理欄 

発 行 日 年   月   日  

受 領 者   

 
 



第６号様式（第５条関係） 
四日市市新丁ひろば駐車場プリペイドカード申込書 

 
年  月  日   

 
   四日市市長  
 
 

                      
住 所                   

              申込者   
氏 名                   

 
 
 

               
３，０００円カード×     枚 ＝        円  

 
  ５，０００円カード×     枚 ＝        円  

 
             合計          円  

  
請求書送付先 

□申込者と同じ □送付先（                   ） 

※ 処理欄 

発 行 日 年   月   日  

受 領 者   

 



第７号様式（第６条関係） 
四日市市新丁ひろば駐車場駐車券紛失届 

 
年  月  日   

 
四日市市長  

 
住 所                    

届出者 氏 名                   
       （署名）                    

  
電話番号                    

 
 

  私は、新丁ひろば駐車場に    年  月  日 午前
午後

    時    分頃 
 
次の車両を駐車しましたが、駐車券を紛失しましたので届出します。 
 

記 
 

車 両 番 号  

車両所有者住所 □申込者と同じ □住所 

車両所有者氏名 □申込者と同じ □氏名 

※ 処理欄 

出場時間         時     分 

駐車時間         時間    分 

収納金額  円  

現   金          円 
 
回数駐車券          枚 
 
プリペイドカード       円 

本人確認 □運転免許証による確認 確認者  

 



第８号様式（第７条関係） 
四日市市新丁ひろば駐車場定期駐車券申込書 

 
年  月  日   

 
   四日市市長  
 

住 所                    
 

申込者  氏 名                    
 

 電話番号                   
 

車 両 番 号  

車 種  

使 用 期 間 年   月   日 ～    年   月   日 

駐 車 料 金 １ヶ月につき       円 

※ 特 記 事 項  

 ※ 特記事項欄には、前年度との変更事項（車両変更、リース車、車両の増減

等）を記入して下さい。 
 
請求書送付先 

□申込者と同じ □送付先（                   ） 

１．自動車の保管場所の証明はいたしません。 
２．虚偽の記載をしたり、不正利用したときは、駐車場の利用許可を取り消すこと

があります。 
３．定期駐車券有効期間中に記載車両を変更する場合は、市長に申し出てくださ

い。 
４．月の途中での申込みについては、当該月分の全額を徴収します。 
 
 
※ 処理欄  
発行日  発行番号  駐車位置  

 



 第１０号様式及び第１１号様式を次のように改める。 

 



第１０号様式（第８条関係） 

四日市市新丁ひろば駐車場定期駐車中止届・料金還付申請書 
 

年  月  日   
 
   四日市市長  
 

住 所                    
 

届出者  氏 名                    
 

電話番号                    
 
 
  下記のとおり、

□ 定期駐車を中止しますので、定期駐車券を添えてお届けします。
□ 料金の還付を申請します。

 

 

駐車場名  新丁ひろば駐車場 

発行番号  有効期間 年  月まで 車両番号  
 
  

(１) 定期駐車の中止      年  月から 
 
 (２) 料金還付の内訳 

還 付 事 由 □定期駐車の中止  □その他〔               〕 

振 込 金 額 円           

振込先銀行 
□普通 

銀行      支店        
□当座 

口 座 番 号  

  ※ 本人名義の口座に限ります。振込手数料は、利用者負担となります。 
  ※ 月の途中の解約について、当該月分は還付しません。 
 
 
 ※ 処理欄 

    還付年月日  
 
    還付金額             円 
 
    担当者                

 

 



第１１号様式（第１１条関係） 

四日市市新丁ひろば駐車場使用許可申請書 
 

年  月  日   
 

四日市市長 
 

所 在 地                   
 

申請者 名 称                   
 

代表者氏名                   
 

電 話 番 号                   
 

四日市市新丁ひろば駐車場条例第１２条第２号の規定に基づき、地域行事で施設を

使用するため、下記のとおり施設の使用許可を申請します。 
 

記 
 

使 用 場 所 □ ひろば □ ひろば及び駐車場 

使用開始日時        年   月   日     時から 

使用終了日時        年   月   日     時まで 

地域行事の内容  

 
 



附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則（令和３年四日市市規則第

３２号）の一部を次のように改正する。 

改正後  

（押印 の 省 略 ）  

第２条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表

中欄に 掲 げ る 手 続 又 は 様 式については、当該 規則の規定に関わらず、押

印を要 し な い も の と す る 。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合

に限る 。  

 規 則 名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四日市市 公 有 財 産 規 則（昭

和３９ 年 四 日 市 市 規 則 第

３９号）  

（略）   

 四日市市 市 民 交 流 会 館 条

例施行規 則（ 平 成 ８ 年 四 日

市市規則 第 ２ ８ 号 ）  

（略）   

 （略）   

 

 

改正前  

（押印 の 省 略 ）  

第２条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表

中欄に 掲 げ る 手 続 又 は 様 式については、当該 規則の規定に関わらず、押

印を要 し な い も の と す る 。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合

に限る 。  

 規 則 名  手続又は様式  備考   

 （略）   



 四日市市 公 有 財 産 規 則（昭

和３９ 年 四 日 市 市 規 則 第

３９号）  

（略）   

 四日市市 新 丁 ひ ろ ば 駐 車

場条例施 行 規 則（ 平 成 ２ ２

年四日 市 市 規 則 第４ ９ 号 ） 

第５号様式から第 ８

号様式まで、第 １０号

様式及び第 １１号 様

式  

署名（法人その他

の団体にあって

は、代表者の署

名）をした場合に

限る。  

 

 四日市市 市 民 交 流 会 館 条

例施行規 則（平 成 ８ 年 四 日

市市規則 第２ ８ 号 ）  

（略）   

 （略）   

 

 

（財政経営部資産マネジメント課） 

 

 


